
参考資料 
生物多様性条約第10回締約国会議及びカルタヘナ議定書第５回締約国会議に関

する情報共有のための中部地方円卓会議について 

 

平成22年４月20日 

 

 

１．設置 

平成22年10月に愛知県名古屋市において開催される生物多様性条約第10回

締約国会議（以下「ＣＯＰ10」という。）及びカルタヘナ議定書第５回締約国会

議（以下「ＭＯＰ５」という。）にむけて、行政機関、ＮＧＯ／ＮＰＯ、事業者、

学術組織、国際機関等の各部門間の情報の共有を通じて、ＣＯＰ10及びＭＯＰ

５の円滑かつ効果的な開催に資するため、生物多様性条約第10回締約国会議及

びカルタヘナ条約第５回締約国会議に関する情報共有のための中部地方円卓会

議（以下「中部地方円卓会議」という。）を設置する。 

 

２．構成 

中部地方円卓会議は、中部地方においてＣＯＰ10及びＭＯＰ５に向けた取組

を行っている次に掲げる各部門の代表の出席をもって構成する。また、必要に

応じ、議論に資すると想定される者の出席を依頼する。 

・関係省庁 

・地方自治体 

・ＣＯＰ10支援実行委員会 

・経済団体・事業者 

・ＮＧＯ／ＮＰＯ 

・学術組織・調査研究機関 

・国際機関その他関連機関 

 

３．運営 

 ・円卓会議は、おおむね１ヶ月毎に開催することとするが、関係者の要請や 

重要連絡事項等に応じて必要に応じ開催する。 

・円卓会議は原則として公開で行う。 

・会議開催結果等については、ホームページ等により公表する。 

・円卓会議の司会・進行は、環境省中部地方環境事務所ＣＯＰ10推進チーム

が担当する。 

 

４．庶務 

円卓会議の庶務は、環境省中部地方環境事務所ＣＯＰ10推進チームが担当す

る。 

 

５．その他 

以上のほか、円卓会議の運営に関して必要な事項は、円卓会議において協議

して定める。 


